
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

変更前

変更後

12 月１日から令和８年４月30 日
試行 

期間

本庁舎１階の全ての窓口 

　　　（市民課、保険年金課、こども課、長寿福祉課、社会福祉課、健康づくり課）

対象 

窓口

本格運用の開始は、令和８年５月１日を予定しており、本庁舎１階から４階までの全ての窓口及び開庁時

間が８時 30分から 17 時 15 分までの全ての出先機関において、窓口・電話での受付時間を短縮予定です。

 


